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◆地域セミナー「都会のグループホームのこれから」（１２月８日） 
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障害福祉事業の次の時代、もう一歩前へ！ 

全国手をつなぐ事業所協議会 

理事長  松﨑 伸一 

５ 

 

ブロック担当理事から（１） 

沖縄ブロック担当理事  田中 寛 
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地域セミナー「都会のグループホームのこれから」 
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全国の事業所から  

大村さくらの家（長崎県 大村市） 
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寄せられた声 

障害者事業所とは（３） 

   公益社団法人 滋賀県手をつなぐ育成会  

副理事長 白杉 滋朗 
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新年あけましておめでとうございます。皆様におか

れましてはお元気で新年をお迎えのこととお慶び申

し上げます。 

平素より全国手をつなぐ事業所協議会の事業にご

理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。 

２０１９年１２月に発生した新型コロナウイルス

感染症は、世界的なパンデミックになり１２月２７日 

現在、国内では１,７３１,７８９人の感染者と１８,３８７人の方が亡くな

り、世界では２７９,８１０,２５４人の感染者と５,３９９,４７８人の方が

亡くなって（世界保健機構より）います。育成会連合会としましても東京事

務所を「新型コロナ対策本部」として何件ものご家庭や事業所に、備蓄して

いる衛生用品をお届けし、更なる感染拡大やクラスターの収束に役立ててい

ただきました。 

現在は海外で新たな変異株オミクロン株の感染が拡大し、国内におきまし

ても少しずつ感染者お報告がされています。障害当事者や家族にとりまして

も、事業所で支援をされている方々にとりましても、社会の変化による日々

の生活や経済の落ち込みが及ぼす影響により、気の休まらない状況が続いて

いることと思っております。 

 そんな中で、事業所協議会の在り方として、障害のある人の暮らしにおい

て「育成会運動と事業所活動は車の両輪である」との思いから、議論を重ね

一委員会的な立ち位置から、正会員の立ち位置に変更することとし、令和４

年６月の総会で協議される運びとなっています。結果は事業所協議会ニュー

スでお知らせされることになります。 

 また、国では「障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しについて」が

国で議論されており「中間整理(案)」の議論が行われており、来年度の前半

に向けてまとめられつつあります。そのうえで、令和 5 年の報酬改定にも大

きく影響されることになると思います。 

今後も事業所協議会と育成会の声を合わせて、障害の

ある人の安全・安心の社会となりますように、更に努力

をして参りますので、皆さま方の更なるご支援・ご協力

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

新年のごあいさつ 

一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会 

会長  久保 厚子 
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新年あけましておめでとうございます。会員の皆様

におかれましては、新しい年の益々のご発展を祈念い

たします。 

令和となり早４年目に入ります。この間に世界中に

広がった新型コロナウイルス感染症は、パンデミック

となり未だ収束の気配を見せていません。新たに登場

した変異株オミクロンも世界に広がりだしました。こ 

の２年で大きく変化した社会の有り様に気の休まらない日々が続いていま

すが、皆様には気を緩めず、感染拡大防止に励んでいただきたいと思います。 

障害福祉事業も、この新型コロナウイルス感染症によって大きく影響を受

けています。障害福祉の重要なあり方であった、人と人との直接的なふれ合

いが阻害され、福祉現場からあのいつもの笑いが少なくなった様に思えます。

事業所協議会では事業継続に向けて、全国手をつなぐ育成会連合会とともに

指針を示してきましたが、何よりも福祉現場に笑顔を取り戻すことが重要だ

と考えています。「障害があっても地域で当たり前のように暮らす」、私たち

はそんな社会を求めて日々奮闘しているわけですが、コロナ禍にあっても知

恵を絞り、想像を巡らせ、生きていることの素晴らしさを分かち合えるよう

な日々であってほしいと、願わずにはいられません。  

コロナを乗り越え、次の時代のために、もう一歩前へ！ 進みましょう。 

さて昨年、事業所協議会は、組織と名称を変更し「全国手をつなぐ事業所

協議会」となりました。全国に６００弱の会員事業所、都道府県及び政令市

より３０名の運営委員、及び理事９名監事２名の新体制となりました。これ

は一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会の正会員として、共生社会実現

に向けての一翼を担うためのもので、来年度中の正会員化を目指しています。 

事業所協議会は１９９９年「全日本手をつなぐ育成会小規模作業所／通所

授産施設全国連絡協議会」として始まりました。当時は全国１,５００を超

える作業所が参加し、作業所のあり方を追求してきました。結成から２３年、

新法施行より１５年、状況は大きく変わりましたが、「育成会運動と事業所

活動は車の両輪である」を理念とし、障害の有無に関わらず地域でみんなと

共に暮らしたいという育成会の思いを共に追求していきたいと思います。 

一方、国では昨年から「障害者総合支援法改正法施行後３年の見直し」に

ついて議論され、「中間整理(案)」も公表されました。今後の事業に大きく

影響するものと思われます。新事業所協議会では重点目標の一つとして、政

策提言に力を入れていきます。これにはより多くの会員事業所からの声が必

要となります。その折にはご協力をお願いいたします。 

今後は組織としての自主性を確保しつつ、全国手をつなぐ育

成会連合会の正会員として、地域で暮らす障害児・者の生活の

向上と安心して共に生きる地域づくりを目指していきます。皆

さんのご支援ご協力をお願いいたします。 もう一歩前へ！ 

障害福祉事業の次の時代、もう一歩前へ！ 

全国手をつなぐ事業所協議会 
理事長 松﨑 伸一 
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昨年から「全国手をつなぐ事業所協議会」として、理事９名の体制で新

たなスタートをしています。 

今号から３回にわたり、９名のブロック担当理事から、それぞれのブロ

ックや地元の状況等について掲載していきます。 

 

 

 

 

九州・沖縄では、８県・２政令市の育成会にて九州

地区手をつなぐ育成会連絡協議会を設立しており、その

運営は１年周期で県・政令市の持ち回りとなり、担当県

が会長職として年１度の育成会九州大会を担います。ま

た、多くの県・政令市育成会の下部組織的な立場として

各々事業所協議会が設立・運営されており、その事務局

は当該育成会の中にあります。 

そのため、九州地区手をつなぐ育成会連絡協議会にも同様に、下部組織的

な立場として九州地区事業所協議会が存在しています。そのような環境の中

において、年に１度開催される育成会九州大会と同じように、事業所大会も

年に１度、別途に開催されていました。しかし、参加事業所の減少による大

会運営面の厳しさや参加者減少的なこともさることながら、育成会大会への

参加者にも家族に大きなかかわりのある事業所の法制度や運営状況への理解

を目的として、現在では大会内の分科会として併催されるようになりました。

そのような経緯を踏まえて、現在課題となっている全国手をつなぐ育成会連

合会内の事業所協議会の新たな位置づけ（独立した正会員への移行）後も、

九州地区事業所協議会を持続する方向性で理解されています。  

沖縄県では主に特定非営利活動法人が運営する２０人以下の小規模型の

事業所が多く、他の地域のように県や政令市育成会が社会福祉法人格を有し

直接運営母体となっている大規模型の事業所と比べ、抱えている問題点が大

きく異なっています。また、立地的に中央から離れている沖縄、いや更に離

島を含めて人口密度の低い地方に存在する事業所は、生産的な活動の乏しさ

のみならず利用者の確保も厳しい状況にあります。現状の国の施策は、大規

模な社会福祉法人の経営状況調査の収支率を基準とし、本来必要とされてい

る徒歩にて通勤可能な生活地域に存在する小規模事業所の厳しい運営状況が

把握されていません。 

年頭にあたり、障がい者の家族であり小規模事業所にかかわる一人として、

営利経営を主体とした施設・事業所支援への方向性から、本来の目的である

利用者を主体とした運営事業所への支援的施策及び報酬改定を切に要望し、

今後の活動の希望といたします。 

各ブロックの理事から（１） 

沖縄ブロック担当理事 

（公社）沖縄県手をつなぐ育成会  田中 寛 
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令和３年度、全国手をつなぐ事業所協議会の九州ブ

ロック担当理事に就任させていただきました。 

私は島原市手をつなぐ育成会に勤務し１月で３５年

となります。 

今回、全国組織の協議会に関わることで、各地域の

状況（育成会と事業所の関係等）が長崎県と少し違うこ

とに少し戸惑っています。 

各県の事業所も同じような経緯だと思いますが、島原市は保護者のおもい

と地域の有志のおもいが運動となり育成会が設立、そして、本人と保護者の

おもいをかたちにしたいと地域の皆さんの協力を得て、小規模作業所を開設

し、その後、支援の充実、事業の展開・継続を目的とし社会福祉法人を取得

し現在の福祉サービス事業の運営につながっています。すべての活動・事業

が本人と保護者のおもいからスタートし地域の皆さんの協力を得てかたちと

なったものです。 

当法人は、公益事業（育成会活動）で毎年、島原半島の他法人１０法人と

協力し、障がいの重い人たちを対象に「がまだすマラソン大会」を開催して

います。（マラソンですが、５０メートル・１００メートルもあり自走で５０

メートルを１分近くかかり完走する選手もいます） 

本大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和２年度は中止、

令和３年度はオンラインにて「がまだす大会」と名称を変え、第１部をオン

ラインによる陸上タイムトライアル 第２部を「私の話を聞いてよ」と題し

本人発表の開催をしました。 

また、毎年、夏休みは、（２年間、新型コロナウイルスのため中止）障害

児を対象とした「ひまわりキャンプ（２泊３日）」を島原半島の医療・教育・

福祉関係者、一般ボランティアがスタッフとして協力し、高校と大学にボラ

ンティアを派遣いただき、当法人主催にて開催しています。このキャンプ経

験者の高校生・大学生が、現在、医療・教育・福祉の仕事に就き、キャンプ

の中心スタッフとして協力していただいていることを大変うれしく思ってい

ます。 

私は、育成会と育成会が関わる事業所は下記のように常に思っています。 

１ 運動体と事業体は両輪、しかし、運転手は運動体 

２ 本人のねがい・親のおもいを叶える育成会・事業所でありたい 

３ 地域を創る育成会でありたい 

上記のような島原の現状とおもいを皆さんにお伝えし、そして各地域の現

状を共有しながら、全国の事業所の皆さんと一緒に育成会と事業所協議会の

関係や在り方を協議できればと思っています。 

 

 
 

九州ブロック担当理事 

（社福）島原市手をつなぐ育成会  菅 敏洋 
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１２月８日に東京で、地域セミナー「都

会のグループホームのこれから」を開催し

ました。 

地域セミナーは、全国研修大会で捉えき

れない課題をテーマにして年数回開催して

おり、今回は、「全国手をつなぐ事業所協議

会」、「東京都手をつなぐ育成会」、「地域法

人協議会」の３者合同開催により、「都会の

グループホームのこれから」と題して行い

ました。 

今回は新型コロナウイルスの感染拡大防

止を最優先としながらも、生のディスカッ

ションを皆さんにお届けするためにスタジ

オを設定。テレビのワイドショーを意識し

たセットで実施しました。 

ディスカッションの進行役は長尾が務め、

助言者として全国手をつなぐ事業所協議会

の松﨑理事長に、パネラーには、東京都手

をつなぐ育成会で長年に渡りグループホー

ムを担当してきた牧野事務局次長、東京都

の独自な制度として長く行われてきている

通勤寮より太田通勤寮の朝熊寮長、また地

域法人協議会からは加藤居住支援部長に参

加して頂きました。 

さらには、全国手をつなぐ育成会連合会

の又村常務理事からは、「知的障がい者の住

まいについて」として制度説明をしていた

だき、またディスカッションの助言もお願

いしました。 

選択が少ない時代では入所施設という考

えしかなかったが、制度を整え、選択出来

るサービスを増やしてきた。グループホー

ムに於いても個々のライフステージに応じ

て対応できる仕組みも作り、サテライトや

日中サービス型、外部サービス型、介護サ

ービス型等、自己決定を保証するように進

め、今日に至っているなどの制度説明を受

地域セミナー「都会のグループホームのこれから」

（１２月８日）を東京で開催しました 

 
【朝熊寮長（太田通勤寮）】 

 
【牧野事務局次長（都育成会）】 

 
【加藤居住支援部長 

   （地域法人協議会）】 

 
【松﨑理事長 

(全国事業所協議会)】 
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けました。その後、実際に事業を運営して

いる事業者の立場として、牧野さん、朝熊

さん、加藤さんからご発言をいただきまし

た。牧野さんからの提言は入居者のニーズ

を確認しながら、エリア毎で夜勤者を配置

し支援に当たる方法などを検討。朝熊さん

からは都内には通勤寮が５つあり、育成会

が運営している入居者１３５名を対象に

「望む生活」のアンケートをとり、そこか

ら見えてきたものを説明頂きました。通勤

寮後にはグループホームでの生活を希望す 

る方が、一人暮らしよりも多く、インターネットの環境が完備しているグル

ープホームを希望する声が多く聞かれ、興味深い内容となりました。加藤さ

んからは、グループホーム運営の厳しさから、この先を視野に入れた新たな

サービスを打ち出し、東京モデルを作るなど多様な生活に向けて提案を頂き

ました。 

詳細はパネラーの資料と動画配信でご確認頂ければと思いますが、実践で

積み上げている皆さんの日頃感じた事や課題など、率直に意見交換が出来た

有意義な時間となりました。 

最後に「多様な暮らし方とは？」に対して、本人が選択できる仕組みを

どれだけ示すことが出来るのか、それがシェアハウス、グループホーム、

アパートでの一人暮らしだったり、暮らし方は区分のあるなしに関係なく、

本人の意思に沿った望む暮らしを実現する事が大切だと確認出来ました。

「何があれば地域生活が可能なの？」気軽に相談できる人、地域を巻き込

んだ見守れる環境（体制）づくり、安心して任せられる財産管理など重要

なポイントを深める事が出来ました。 

また、東京都手をつなぐ育成会の佐々木理事長にも登壇して頂き、意見

交換する中で、「無理だから」という決めつけは、親も支援者も持つもので

はなく、可能性を広げ環境を作ることが私たちに求められているのだと感

じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【又村常務理事 

（全国手をつなぐ育成会連合会）】 

【（左から）松﨑理事長、加藤居住支援部長、朝熊寮長】 
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松﨑さんからは「マツザキ ブレイク」として討論の要所々々で課題が

出され意見交換となりました。 

１つ目は「グループホームは儲かるのか？」という問い。国の調査では

儲かっている結果だが、現実的には真面目に支援していると赤字運営で、

他のサービス事業に助けられている状況。なぜ儲かっているように出るの

か等々、他人事にはできない課題。 

２つ目は「グループホームは時代遅れなの？」との問い。住み方は時代

や個々に応じて変化してきている。それに合わせてグループホームも対応

する事が必要。 

３つ目は「自分が住むとして楽しいのはどっち？グループホーム or ひ

とり暮らし」皆さんはどちらを選択しますか？暮らし方に正解はありませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住む」に対しての支援は、これからも議論が必要になり、今回はその

一歩だと思います。事業所協議会としても、引き続き制度についても深め

ていければと思いますので、会員の皆さまのご意見等を集約できる方法を

検討して参ります。よろしくお願い致します。 

最後にこのセミナーが無事に終了できたのも、登壇者の皆様を始め、地

域法人研修委員、東京都育成会事務局の皆さまのお力が大きく、カメラワ

ークやタイムキーパー等、きめ細かく対応して頂きました。本当にありが

とうございました。 

全国の会員の皆さんには、後日、全国手をつなぐ育成会連合会のＹｏｕ

Ｔｕｂｅチャンネルで動画配信される予定となっておりますので、楽しみ

にして下さい。 

（東京ブロック 長尾 英治） 

 

 

 

 
【（左から）牧野事務局次長、佐々木理事長（東京都育成会）、長尾】 
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大村さくらの家 

〔社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会〕 

（長崎県 大村市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大村さくらの家の源流をたどると、１９５８年（昭和３３年）に「大村

市手をつなぐ親の会」が発足し、１９８６年（昭和６１年）に「大村さく

ら福祉作業所」が開設されたところに至ります。 

２００４年（平成１６年）には、社会福祉法人の認可を受け、名称も知

的障害者小規模通所授産施設「大村さくらの家」となり、２００８年（平

成２０年）４月に障害者自立支援法に基づく、障害福祉サービス事業所「大

村さくらの家」となり１４年目を迎えております。 

現在は、就労移行支援事業６名（現在休止中）、就労継続支援Ｂ型３０名

で運営を行っています。１日の平均利用者は３３名程で、毎朝の朝礼で「今

日も１日よろしくお願いします」とのかけ声で作業が始まります。どの作

業も根気が必要ですが、利用者の皆さんはそれぞれ強い目標意識を持って

真摯に取り組み、和やかな雰囲気で頑張っています。 

作業内容は受注作業が中心になっており、クリーニング工場よりシーツ

を預かり、各工程に分かれて裁断、アイロンかけ、ミシン作業を行いホテ

ルで使用される枕カバーやピロケースを作製しています。また、 印刷会社

からは卓上カレンダーの箱折り、封入作業をいただいています。自主製品

では、マスク、ガーゼタオル、ハンカチ、アームカバー等を作製しており、

各イベントや委託店で販売を行っています。どの作業も利用者の皆さんは

真剣になって目標を掲げがんばっておられます。しかし、新型コロナウイ

 

 

 
【事業所外観】 
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ルス感染症の拡大により、受注作業の減少や、イベント販売の中止があい

つぎ苦しい毎日の連続です。早くコロナウイルスが収束して、前の受注量

にもどり、イベント販売が頻繁に開催される事を願ってます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設外就労では、農福連携で近隣

の農家さんに出向き、カーネーショ

ンの“わき芽”を取る作業をしてい

ます。夏は暑い中で、冬は寒い中で

の根気がいる作業ですが頑張って作

業をしています。 

この他には、無人契約機の清掃も

しています。 

毎月１回開催している余暇活動で

は、ボウリングやカラオケなど様々

な催しを提供しています。 

今年度はコロナ禍が続いたため、

事業所内で行う事がほとんどでした

が、余暇活動では普段の作業時の様

子と違いリラックスした姿や笑顔が

見られるのでとても嬉しく思います。 

早く事業所の外に出て余暇活動を

行いたいものです！ 

今後も、より充実した事業内容とするためには、職員の支援力の向上と

関係機関やご家族との連携が大切な事と思います。 

「大村さくらの家」の理念であります、出会いを大切に、利用者さんお

一人おひとりの立場に立ち、自立した社会生活を支援していきたいと思い

ます。 

（社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会 

                大村さくらの家 施設長 原口 健一) 

 

 
【ミシンを使った縫製の作業】 

 
【マスク等の自主製品作成作業】 

 
【余暇活動での作品作り】 

 
【カーネーションのわき芽とり】 
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障害を伴なって生まれてきた人の人生とは、どんなデザインでしょう

か？ 

人それぞれであり、地域によっても違いはありますが一般的な形を示し

てみましょう。 

多くの人は出生後の乳幼児検診等で障害を指摘され、学齢前から機能訓

練や生活訓練の機会が行政から提案されます。それらは発達保障的な観点

から独自メニューで展開されるものや、保育所等で統合保育という形で行

われるものなどがあります。養護学校が義務化されたのは１９７９年（昭

和５４年）ですが、それまでは学校教育法にある就学免除や猶予という制

度（今でもありますが）によって、重度障害児は教育から排除されること

が往々にしてありました。保育段階では障害のある子どもも、１９７０年

代の初め「共に育つ」という観点から統合保育が進められるようになり徐々

に広がってきていますが、一方で「統合（インクルーシブ）教育」が国際

的には叫ばれていますが、わが国では障害児は特別支援教育という形で分

離教育に留まっているのが現状です。特別支援学校か地域校の特別支援学

級か、普通学級かの選択は本人や保護者の意思を尊重するということには

なっていますが、教育行政による適正就学の壁が厚いのも現実です。 

学校卒業後、障害のある方の進路はその能力（生産性）によってさまざ

まに振り分けられます。いや、実際には高等部在籍時から能力別クラス分

けがなされているのが多くの場合でしょう。そして本人や家族も含め社会

全体に「能力が高いほうが優れている」といった幻想があり、少しでも障

害がないといわれる人を目標にする人生設計がデザインされているのでは

ないでしょうか。 

本稿第１回目に厚生労働省の障害者事業所に対する考え方を示しました

が、ストレートに一般就労が叶わない人には「就労移行支援」があり、そ

こに至らない人たちには「就労継続支援」が準備されているのが障害者総

合支援法の立て付けです。お叱りを恐れず厳しい書き方をさせていただく

と、介護給付の「生活介護事業」は生産性という点では自立支援するにあ

たらないといった認識が社会には渦巻いているわけです。そうした立て付

けを日常の事業活動で支えているのが、私たち障害者事業所ということに

なります。 

障害のある人と地域で共に暮らす、働くという観点から人が持つ様々な

特性を知ることは大切です。またトレーニング（訓練）の結果、出来なか

ったことが出来るようになるのも素敵なことです。ただ、臨床医学的に障

害特性などを分析し、「訓練」の結果「出来るようになる」ことを処遇の目

 

障害者事業所とは（３） 

       公益社団法人 滋賀県手をつなぐ育成会  
副理事長 白杉 滋朗 
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的にするのは本末転倒であると私は考えます。重ねて書きますが、本人の

意思で努力や練習を重ね成果を獲得していくことは素敵なことですが周り

（社会）が、成果を社会的要請として半ば強要することは本来ではありま

せん。障害者事業所が、そういった社会的要請に応える機関として機能し

ている側面もあります。皆さんはどう感じておられるでしょう。 

現在、就労移行支援事業では就職率や定着率が数字化され、就労継続支

援事業では工賃額や就労時間（賃金に反映）が数字化され給付費報酬ラン

クに反映しています。高い公的補助を得るために事業所も「生産性」を求

めることになってしまうのです。 

事業所での日々の営みの中で、個々の障害のある方の強みや弱みが見え

てきます。強みを広げ伸ばし、弱みをどう支えるか、そして障害のある方

も地域で活躍し暮らしていくために、それらを社会全体にどう発信してい

くのかが、私たち障害者事業所が地域で担うべき役割の一つであると私は

考えています。この視点を掘り下げると障害者事業所は地域移行のための

通過施設であるという厚生労働省の方針に近いのかな？と皆さんは思われ

るでしょうか。                   【次号に続く】 

 

 

 
 

「寄せられた声」欄へのご意見等は、事業所協議会事務局までお願い致します。 

送付先：zennkoku-ikusei-zigyousyo-news@outlook.jp 

制度に対する提言や現場での取り組みについての投稿もお待ちしています。 
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明けましておめでとうございます。 

東京のコロナ感染者も減少し、日常の生活に戻り

つつありますが、世界に目を向けるとオミクロン株

の脅威など、まだまだ不安が尽きない時期です。 

感染予防から学んだ事の一つに、ＩＴの利用があります。最初は、操作

を確認し戸惑う場面も多い中、始まったオンラインでの会議や研修でした

が、今では当たり前の状況となりました。遠方ともモニターを通して意見

交換できる時代となり、その使用方法も進化していると感じております。 

１２月に「都会におけるグループホームのこれから」と題してオンライ

ンセミナーを行いました。カメラ３台を準備し、ワイドショー形式で飛沫

防止の仕切りを設置し、東京の地域法人協議会のスタッフのカメラワーク

や連携の良さに感動しました。今後、参集型も増えて参りますが、オンラ

イン積み上げた実績など今後も多くの場面で活かされると良いですね！ 

今年は「寅年」、過去の寅年には「新」「初」の出来事が多く、寅のイメ

ージも勇敢さや力強さがあるので、さまざまな事を切り開いてきたのだと

思います。「何か新しいことが始まる年」になるかもしれませんね。 

（東京ブロック 長尾 英治） 
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